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地
震
発
生
！

我
が
家
は
大
丈
夫
？

 

耐
震
化
補
助
が
よ
り
利
用
し
や
す
く
／
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
に
も
補
助

基
準
強
度
7
割
以
上
も

補
助
の
対
象
に

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
の

設
置
に
補
助

●
木
造
住
宅
の
耐
震
補
助

　

本
年
度
か
ら
補
助
基
準
を
緩

和
し
て
、
耐
震
強
度
を
７
割
以

上
確
保
す
る
工
事
も
対
象
と
し

ま
す
。

補
助
額　

最
大
１
２
０
万
円（
補

　

助
率
10
／
10
）基
準
強
度
以

　

上
の
場
合
は
最
大
１
８
０
万
円

補
助
要
件

・ 

耐
震
診
断
の
結
果
、
補
強
工

事
が
必
要
で
あ
る
も
の

・
市
税
に
滞
納
が
な
い
方

・ 

所
定
の
強
度
が
確
保
で
き
る

計
画
で
あ
る
も
の

・ 

岐
阜
県
木
造
住
宅
耐
震
相
談

士
が
設
計
監
理
を
行
う
も
の

・ 

概
ね
年
内
に
工
事
が
完
了
す

る
も
の

申
込
期
間　

12
月
18
日
㈮
ま
で

●
無
料
耐
震
診
断

　

木
造
住
宅
を
所
有
さ
れ
る
方

を
対
象
に
、
無
料
で
耐
震
診
断

を
行
う
相
談
士
を
派
遣
す
る
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

補
助
要
件

・ 
市
内
に
一
戸
建
て
の
木
造
住

宅
を
所
有
し
て
い
る
方

・
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

※
耐
震
診
断
の
結
果
報
告
書
の

受
け
取
り
ま
で
に
は
、
3
ヵ
月

程
度
か
か
り
ま
す
。

※
木
造
以
外
の
構
造
部
分
が
あ

る
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

申
込
期
間　

11
月
30
日
㈪
ま
で

●
木
造
住
宅
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

　

設
置
補
助

　

本
年
度
か
ら
木
造
住
宅
に
お

住
ま
い
の｢

災
害
時
要
援
護
者｣

を
対
象
と
し
て
、
地
震
時
に
家

屋
の
倒
壊
か
ら
身
を
守
り
、
安

全
な
空
間
を
確
保
す
る
た
め
の

「
耐
震
シ
ェル
タ
ー
」の
設
置
費
用

の
補
助
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

補
助
額　

最
大
30
万
円（
補
助

　

率
10
／
10
）

補
助
要
件

・ 

市
福
祉
課
か
ら
災
害
時
要
援

護
者
の
登
録
を
受
け
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
方

・ 
耐
震
診
断
の
結
果
、
所
定
の

強
度
が
な
い
も
の

・
市
税
に
滞
納
が
な
い
方

・ 

公
共
機
関
か
ら
評
価
を
受
け

て
い
る
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
で

あ
る
も
の

・ 

概
ね
年
内
に
工
事
が
完
了
す

る
も
の

申
込
期
間　

12
月
18
日
㈮
ま
で

問
合
先

都
市
整
備
課

35-

3
1
5
9

長期優良住宅の認定制度スタート
　｢長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平
成20年12月に公布され、６月４日から新築住宅を対
象として、長期優良住宅の認定申請の受付を開始し
ます。認定を受けた住宅は、固定資産税の減額など
の対象となります。
　この住宅の建築を促進することで、建設産業廃棄
物の減少、環境負荷の低減などが期待されています。
＊｢長期優良住宅｣とは、構造躯

く

体
たい

の劣化対策、耐震性、維持管理・　
更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有　
するなどの基準を満たし、県または市から認定を受けた住宅をいいます。

認定申請の手続き窓口
　岐阜県飛驒建築事務所、または都市整備課（規
模・構造・建築場所によって異なります）
固定資産税の手続き窓口　税務課

問合先 都市整備課　235-3159
税務課　　  235-3136 

　

ア
ス
ベ
ス
ト（
石
綿
）は
肺
が

ん
や
中ち

ゅ
う

皮ひ

腫し
ゅ

を
発
症
す
る
発
が

ん
性
が
問
題
と
な
り
、
現
在
で

は
原
則
、
製
造
・
使
用
な
ど
が

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
今
年
度
よ
り
既
存
の
建
築

物
に
使
用
さ
れ
て
い
る
吹
き
付

け
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査
と
除

去
工
事
な
ど
に
つ
い
て
補
助
制

度
を
創
設
し
ま
し
た
。

《
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査
》

補
助
額　

最
大
25
万
円（
補
助

率
10
／
10
）

対
象
と
な
る
建
築
物　

吹
き
付

け
建
材
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が
含
有
さ

れ
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
建
築
物

《
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
等
工
事
》

補
助
額　

最
大
２
０
０
万
円

（
補
助
率
２
／
３
）

対
象
と
な
る
建
築
物　

調
査
の

結
果
、
吹
き
付
け
建
材
に
ア
ス

ベ
ス
ト
を
含
有
す
る
建
築
物

調
査
や
除
去
に
補
助

ア
ス
ベ
ス
ト

問
合
先

都
市
整
備
課

35-

3
1
5
9

中央の白い工作物が耐震シェルター


